
１２月１日から１２日にかけて京都駅前
地下街ポルタで開催された、小・中学
生人権啓発ポスター展に、小学生から
６５作品、中学生から３３作品の応募があ
りました。厳正な審査の結果選ばれた
優秀作品をご紹介します。

市
・
府
民
税
の
申
告
は
区
役
所
へ

平
成
２１
年
１
月
１
日
現
在
、区
内
在
住
で
、

平
成
２０
年
中
の
所
得
金
額
が
市
・
府
民
税
の

基
礎
控
除
額
（
３３
万
円
）、
配
偶
者
控
除
額

（
３３
万
〜
６１
万
円
）、
扶
養
控
除
額（
１
人
に

つ
き
３３
万
〜
６８
万
円
）
の
合
計
額
を
超
え
る

方
は
、
区
役
所
市
民
税
課
へ
市
・
府
民
税
の

申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
前
年
に
申

告
さ
れ
た
方
へ
は
、
１
月
中
に
申
告
書
の
用

紙
を
送
付
し
ま
す
。

た
だ
し
、
次
の
よ
う
な
方
は
、
通
常
、
申

告
は
不
要
で
す
。

�
平
成
２０
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す

る
方

�
平
成
２０
年
中
の
所
得
が
給
与
だ
け
で
、
勤

務
先
か
ら
給
与
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て

い
る
方

所
得
税
の
確
定
申
告
は
税
務
署
へ

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
は
、
税
務

署
へ
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

�
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
な
ど
か
ら
算
出

さ
れ
る
所
得
税
額
が
あ
る
方

�
給
与
所
得
以
外
の
所
得
金
額
が
２０
万
円
を

超
え
る
方
や
給
与
収
入
が
２
千
万
円
を
超
え

る
方
な
ど

所
得
税
が
戻
る
場
合
が
あ
り
ま
す

給
与
所
得
者
や
公
的
年
金
な
ど
の
受
給
者

で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
は
、
税

務
署
へ
所
得
税
の
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る

と
、
源
泉
徴
収
さ
れ
た
税
金
が
還
付
さ
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

�
給
与
支
払
者
や
公
的
年
金
な
ど
の
支
払
者

へ
届
け
出
て
い
る
所
得
控
除
以
外
に
、
社
会

保
険
料
や
生
命
保
険
料
な
ど
の
所
得
控
除
が

あ
る
方

�
多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た
方

�
住
宅
ロ
ー
ン
の
融
資
を
受
け
て
住
宅
を
取

得
し
た
方

簡
易
な
確
定
申
告
は

区
役
所
で
も
受
け
付
け
ま
す

給
与
所
得
者
の
還
付
申
告
や
公
的
年
金
収

入
だ
け
の
簡
易
な
確
定
申
告
書
は
、
申
告
期

間
中
、区
役
所
市
民
税
課
で
も
受
け
付
け
ま
す
。

�

市
民
税
課
市
民
税
担
当
（
�
３７１
・
７
１

７
２
）
、
下
京
税
務
署
（
�
３５１
・
９
１
６
１
）

確
定
申
告
の
説
明
会
や
申
告
相
談
会
場
及

び
還
付
申
告
セ
ン
タ
ー
を
設
け
ま
す
。
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

�

市
民
税
課
市
民
税
担
当
（
�
３７１
・
７
１

７
２
）、下
京
税
務
署（
�
３５１
・
９
１
６
１
）

確
定
申
告
説
明
会

申
告
書
の
受
付
は
行
い
ま
せ
ん
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

日
時

１
月
２９
日
（
木
）
午
後
１
時
３０
分
〜

４
時
３０
分

場
所

京
都
府
民
総
合
交
流
プ
ラ
ザ

京
都

テ
ル
サ

西
館
３
階
第
１
会
議
室
（
南
区
新

町
通
九
条
下
る
）

年
金
所
得
者
の
申
告
相
談
会
場

相
談
と
同
時
に
申
告
書
の
受
付
も
行
い
ま

す
。

日
時

２
月
１０
日（
火
）・
１２
日（
木
）・
１３
日

（
金
）午
前
１０
時
〜
正
午
、
午
後
１
時
〜
３
時

場
所

下
京
区
役
所
４
階
会
議
室

※
昨
年
と
会
場
が
変
わ
り
ま
す

税
理
士
に
よ
る
申
告
相
談
会
場

相
談
と
同
時
に
申
告
書
の
受
付
も
行
い
ま

す
。

日
時

２
月
１６
日
（
月
）
〜
１８
日
（
水
）
午

前
１０
時
〜
正
午
、
午
後
１
時
〜
３
時

場
所

下
京
区
役
所
４
階
会
議
室

※
昨
年
と
会
場
が
変
わ
り
ま
す

還
付
申
告
セ
ン
タ
ー

税
務
署
以
外
で
も
還
付
申
告
の
受
付
を
し

ま
す
。

日
時

２
月
２
日
（
月
）
〜
２７
日
（
金
）
午

前
９
時
３０
分
〜
午
後
４
時
（
土
・
日
・
祝
日

を
除
く
）

場
所

池
坊
短
期
大
学
美
心
館
地
階
ア
ッ
セ

ン
ブ
リ
ホ
ー
ル

最優秀賞

淳風小学校
６年 高田 緒美さん

優秀賞

植柳小学校
４年 大前 雅翔さん

崇仁小学校
３年 稲田 竜也さん

洛友中学校
１年 梶本 正子さん
２年 陳 愛華さん

（合作）

優秀賞

下京中学校
２年 福島 満理奈さん

下京中学校
２年 福本 陸さん

入賞者の皆さん（中学生の
最優秀賞は代理の方がご出席）

申
告
期
間
は
２
月
１６
日（
月
）〜
３
月
１６
日（
月
）で
す

子ども医療では、３歳から小学校就学
前の方の外来の医療費で、自己負担額が
１か月で３，０００円（複数の医療機関などで
受診した場合は合算）を超えた場合、そ
の超えた額を払い戻します（平成１９年８
月末までの医療費については、自己負担
額が１か月で８，０００円を超えた場合、その
超えた額）。また、０歳から小学６年生ま
での方の入院と３歳未満の方の外来につ
いては、「子ども医療費受給者証」を健康
保険証と一緒に医療機関などの窓口に提
示していただくと、１か月１医療機関に
つき２００円の一部負担金で医療を受けるこ
とができます。
払戻しの手続きには必ず領収書の原本
が必要ですので、確定申告の医療費控除
手続きで領収書を添付する前に、医療費
の払戻し手続きをしてください。

払戻しの手続に必要なもの
�領収書の原本（患者名、保険診療点数、
受診日、医療機関名が明記されたもの）
�お子さんの名前の記載された健康保険
証（原本）�子ども医療費受給者証（交
付を受けている方のみ）�預金通帳など
振込口座番号のわかるもの（ゆうちょ銀
行は取扱いできません）
※その他、印鑑や保険者からの医療費支
給証明書が必要な場合があります。

「子ども医療費受給者証」の
交付申請に必要なもの

�お子さんの名前が記載された健康保険
証（原本）
� 福祉介護課福祉医療担当（�３７１―７２１６）

※
土
・
日
を
除
く

所
得
税
の
確
定
申
告
説
明
会
な
ど
の
ご
案
内
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税
理
士
が
お
答
え
し
ま
す
。

日
時

２
月
９
日
（
月
）
午
後
１
時
３０
分
〜

４
時（
受
付
時
間
、
午
後
１
時
〜
３
時
３０
分
）

場
所

下
京
区
役
所
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

申
込
み

当
日
受
付

�

市
民
総
合
相
談
課（
�
２５６
・
１
１
１
０
）

区
役
所
で
無
料
税
務
相
談
を
実
施

小学生の部 中学生の部

市・府民税と所得税の申告はお早めに
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小・中学生
人権啓発ポスター展
優秀作品紹介

最優秀賞

市 民 し ん ぶ ん 下京区版 （２）第１５７号 平成２１年１月１５日


